
令和８年度継続調査の実施スキーム

都道府県

❶ 調査票の送付
（都道府県 → 指定都市等→ 介護施設等）

介護施設等
(定員30人以上)

市区町村 介護施設等
(定員29人以下)

市区町村

❷ 調査票の回答
（介護施設等 → 指定都市等（とりまとめ））

都道府県

❷ 調査票の回答
（介護施設等 → 都道府県）

❶ 調査票の送付
（都道府県 → 介護施設等）

厚生労働省

❸ 調査票のとりまとめ・送付【提出期限：令和８年７月１日】
（都道府県（とりまとめ） → 厚生労働省（送付方法は別に指定））

（注）令和７年度調査とは、調査票の回答方法が異なる。

指定都市
中核市 介護施設等

指定都市
中核市

❶ 調査票の送付
（都道府県 → 市区町村 → 介護施設等）

❷ 調査票の回答
（介護施設等 → 市区町村（とりまとめ） → 都道府県）

❸ 調査票のとりまとめ・送付【提出期限：令和８年７月１日】
（指定都市等（とりまとめ） → 厚生労働省（送付方法は別に指定））


